
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
三
五
号

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
外
務
省
秘
密
文
書
の
漏
洩
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

三

五

号



衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
外
務
省
秘
密
文
書
の
漏
洩
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
�
並
び
に
二
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
現
在
ま
で
に
必
要
に
応
じ
作
成
さ
れ
及
び
廃
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
尋

ね
の
部
数
に
つ
い
て
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
資
料
の
性
質
か
ら
、
そ
の
配
布
先
等
の
詳
細
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
、
外
務
省
の
今
後
の
業
務
遂
行
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

一
の
�
及
び
二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
資
料
の
名
称
は
、
い
ず
れ
も
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
第
一
項
に
い
う
秘

密
に
該
当
し
な
い
。

一
の
�
及
び
二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
資
料
が
作
成
さ
れ
た
法
令
上
の
根
拠
は
、
い
ず
れ
も
外
務
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
三

号
）
第
四
条
第
八
号
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
資
料
に
係
る
秘
密
保
全
管
理
者
等
の
官
職
及
び
氏
名
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
御
指
摘
の
資
料
に
つ
い

一



て
の
配
布
先
等
の
詳
細
が
明
ら
か
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
資
料
に
関
し
て
、
秘
密
保
全
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
外
務
省
訓
令
第
五
号
）
第
八

条
に
い
う
秘
密
漏
え
い
等
の
事
実
が
生
じ
た
疑
い
が
あ
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
規
則
等
が
制
定
さ
れ
た
法
令
上
の
根
拠
は
、
い
ず
れ
も
外
務
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
八
十
五

号
）
第
四
条
第
一
項
第
四
号
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

「
秘
密
保
全
に
関
す
る
規
則
」
の
運
用
細
則
、
外
務
省
本
省
電
信
物
件
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
外
務
省
訓
令
第
四

号
）
、
外
務
省
本
省
電
信
物
件
管
理
規
程
実
施
細
則
及
び
在
外
公
館
電
信
物
件
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
外
務
省
訓
令
第
四

号
）
の
う
ち
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
第
一
項
に
い
う
秘
密
に
該
当
す
る
部
分
を
除
い
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
添
�
か
ら

別
添
�
ま
で
の
と
お
り
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

二



告
発
と
は
、
犯
人
又
は
告
訴
権
者
以
外
の
第
三
者
が
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
に
対
し
、
犯
罪
事
実
を
申
告
し
て
そ
の

犯
人
の
処
罰
を
求
め
る
意
思
表
示
を
い
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
式
は
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

三
十
一
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
書
面
又
は
口
頭
で
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
に
こ
れ
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
要
件
及
び
方
式
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
が
、
告
発
の
申
立
て
に
関
し
、
特

に
定
め
ら
れ
た
書
式
等
は
な
い
。

検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
は
、
告
発
状
に
記
載
さ
れ
た
犯
罪
事
実
の
特
定
が
不
十
分
で
あ
る
な
ど
の
理
由
で
直
ち
に
受
理

し
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
告
発
状
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
補
正
又
は
再
検
討
を
求
め
る
場
合
も
あ
る
。

三



別添1  

r秘密保全に関する蔑別の連用細則  

1・第3集（秘密長全の義春）鋼遼 一   

○秘密文書の省外持出許可申請手旗   

課（主）1が凛苛上止むをえす秘密文事を脊外絹ち準す庭監披、事朋虻欄式1  

の「秘密文書省外持出許可申請書J檜削に必要事舶正人の上、折帽（皇）長   

に提出し、その許可をえることとする．   

但し、買会響讃慮るい虻油周庁との会議等償局（筍）霹は〉長ヒ随行する場合   
鱒披この罷りでない．  

2∴欝4条（t電着等）寧遷   

○文書取扱責任者となるぺき雪旬指名．  
・t五千佳肴は、次の3？の要件を溝たす者の中から文書取扱書住専となるべき青   
を選ぶものとすろ．  

（1）繁（圭）長（管理兼任者）を神像し、r文書取扱★住専庇啓為壱」に定める職   
務を担当する騒か、喪（呈）■全入に文書等の秘密保全について定率られた詣親   

程を遼廃せしめ、場合ヒ応じ必要な清書を講じ得る者．   

持）誅（宝）に毒ける文書等の美音を取丑う文事係を指キ重曹し得る地位にある   

者．，  

（3）その佳肴の王要性にかんがみ、点劇として、各課（宝）の次席事若宮又仕三席   
亭若宮で5～8蔽の者．  

0文書文政雷年者属領規壱  

（1は事取扱土庄曹（以下r★住専Jという）披、この規程見より厳選するこ寧．  
（之）★生育は、所属渡（宝】一長の指＃重曹を受け、所∬賽■（‾宣）の文事ゐ遭切な甘   
理なら廿に秘密包全ヒつ・も、て隷ほ）■長寧＃優し、これについて謀（主y員に助   

言するとともに実行を促す．  

（3）★住着泣所鷹訣（皇）文書係をして次のことを遵守せしめること．   

川文書課およぴモ膚潔から受領した来信卓上由来tは遅滞なく所定の手鏡を塁   

て課（畠）長または首席事看官に選出する．誅．（呈）長または首席事苦言不在   

あ麻の緊急事処五割経ついて披担当官に遭儀手交する．  

何首外から直接凄愛した来信禿で正式登録の要ありと判断されたものについて  

辻、直ちに文事誌受信眉果個付し、登録を受ける．   

い）文書課から配布さ九た来店で「至急惰削と主管課具により指定されたもの  

辻、回覧に先だち直ちに文書課へ回付する．   

（ニ）発信または発電を要する往信嘉および圧電妻は決裁終了の有無を慈認の上、  

［コ   四



所要の手読を蓮て文書課またはt信環八送付する．  

（さ）課内で画質は停儒することのないよう注意する．  

ト）他謀（圭）ならびに幹苛への協議なウ1し固賞等軋必ず所定の妃惧を終了し  

た後これを行い、■後日文事の紛失等の事故防止に努める．  

糾声音等の実科作成にあたっては、穫式2の「文書作成俵漑暮」を使用し、そ  
の受配には簡密保持上特に留意する．  

覆秘文書の浄讐、・複製にあたって拉、轡式5の「覆秘文書浄書俵漑書」  

（省略）を使用し、文書課に捏当甘自身が持参する．（タイピストが配属され  
ている畏（圭）に重いて、モのタイピストヒ浄書させる場合は、★任曹Ⅵ重曹  

のもとにこれを行う．）  

け）主管の文書篭居および調書等の屯峻薄を甘えつけ、モの記帳を覆実に行うと  

ともに、飽褒（主）主甘の国王毒よび協議文書等の課（重）内処理状況を明確  

にするためわ毛根をもあわせ行う 

川霧（主）内のファイル辻担当官またと文事俵が「外蓉本省主管文書、配簸文  
書管理規程」に基づいて事件事項別に＃鼻毛還し、卓当官不在の蘇でも笹ちに  

取り出せるよう文書の所在を鱒櫨にして重く．  

即実件処理済となり常用性がなくなった主管課蓋理誘ファイル辻「文事保存廃  

棄類別基準」に基づ善、保存苅限を指定して文書課モ鎧主に移管する・その際  

文書の写、主管外文書等で良存不某と思われるもの仕廃棄する・  

（4）文書の東棄にあたっては、定期刊行物、新聞雑磨層古紙業者に払下げるものを  

除き、・文書菰断機に上る和斬ないし焼却処分せしめるものとする．但し、秘密度  
合の高い文書について辻文書取扱兼任者自らが廃棄するものとする．（後記8・参  

舟）  

聞手任曹は、文書等の管壬上の立見を黍（主）異に具申し、また、事故発生の際  
辻遅滞なく課（主）長巳報呈すること．  

（6）千住者は、当事者が場裏に服務するよう槽覆すること．特にキャビネット等の  

道銀が退庁時に覆実に行わ九るよう掃正すること」  

（丁）兼任者吐、他省庁への顎密文書の電奇手読が所定通り行われるよう十分官憲す  
ること．  

（さ）兼任者交替の際上記各項且つき確実に引漱ぎを行うこと・  

3．芳9条（区分）関連  

□ ○文書の「取扱注凱指定（参考）  

秘密文事ではないが、当該芋苛に関与しない昔にみだりに知られることが事諾  

遂行に支障をきたす点それのある文書について、その取扱いを慎重にすべきことを  

明示するために「取攻注意」の讃記を使用し得る。その指定、解除権者及び取扱い  
は、「秘」指定文書に準するものとする．   

五



4．第10集（指定、変王、解除の柵隈）開運   

0秘密区分の細長   

工程密区分の指扇に際しては、その内容が実質的に当該秘密区分に合致することを   

厳格に積記する．   

0年秘指定の特例  

「苺秘」指定吐圭tの曹唱書によることを∬射とするが、次の場合に辻事苓簡   

素化の観点より、特例として主tのt五千佳肴が行っても豊支えない．  

（1）蔑秘の潜真のある公（t）僧写を野点在外公ヰ等に送付しようとする場合の  

送付のための公債案   

ほ＝死に主tの甘現有巳より清正されている寺秘講書、実科を在外公∬等に送付  

しようとする甘食の羞付のための公債尭  

5．算11集（良書）闊鳶   

○秘密文義保tキャビネ．サトの某・i上表示  

募12集（保存及び廉集）■遭  6．  

○充全よ棄の鶴亀   

笹文書のうちとくに穏苛偉全のよ合いの高いもEついて辻、t望兼任者の合によ  

り、各課（圭）の文書苛政t伝書自らその應却等を行い、その旨t理★佳肴に報告  

するとともE、所定の♯＃亡モ入し、もって当繁文暮の廃業を櫨普する．  

0文書よ素方法   

文書旬廃棄辻次の方法による．な乳規定の文事細断機Eより劃償したものを更  

に未年す寧必妾はない．  

（1）漉却又辻1暮止XlO山以下のクロス・カットが可能な文事紺斬卦こより＃新し   

た鶴廃棄するもの．  

（イ）「塵軌喝Jの譜支のある全ての文書   

（ロ）書き損じの見積書で秘扱いを要する反古＃  

（2）虎却又娃文書継断機に上り無断（1轟1XlO■nを超えるものでも可）した後   

廃棄するもの   

川「取扱注儀」の藷定のある全ての文書   

（ロ）平の公・電信、決裁書及び報告・供覧  

（3）外部廃棄物処理専門業音に委託し焼却廃棄し得るもの   

川当省及び我が国政府債間作成の平の詞書及び資料類  

［コ   
六



（ロ）外国教府機関及び即納ほ作成の平の文書及び賃朋眉  

川平の省内国士及び一般廿報（A及び∋のみ）   

（4）そのま重度棄し得るもの  

囲わが軍政府機関（当省を含む）及び外亙政府撥痍作成の一般向け虚報用賀科  

囲定苅刊行物、折節・城詰専一般に市販されているもの   

（八）非政府機園が作成した市販されていない平の文書及び資料   

伸その他の文書・  

上記いすれによるべきか明苛でないものについて臥主甘課長と文讐課長の協   

議により廃棄方法を決定する．  

（6）な台、羨却により廃棄すす場合ヒ辻、会計課管理室に連絡し、各課（皇）員立  

会のもとに焼却する．  

丁．算15集（標記）関連   

○秘密標記の方法   

M秘密本宅杜、秘密の区分ヒ．より、それぞれ次の書た印をもって表示する．  

ヽ・ 
－▼ ■〉   

’‘．′・  ｝・ミ÷し∵∵ －、  
十；十∴・、・．㌧∴こ㌻⊥∴・   
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（紆標記申を償用する場合、期限を明示し得な－1ものについては無期限年を、期限  

を隈定し得るものについては期限入町を使用の上、0月OEまで、（○月○臼  

の）著名まで、発表まで等と記入する．  

（封凛如胤■■をもって表示←、文書の弟1項ヨの●－（たて書文士につい  

ては、■）に押すことを照射セする．ただし、活版等の缶用物について軋  

あらかじめ■■で印刷表示し．得るものとし、また、マイクロフィルム等小型のも  

のについて辻、遭主な方法をも．って表示する．  
（4）外耳政府讐に発出する美（仏）蓼文事已ついて辻、卓穏及び巷の凛記辻、モれ  

とし、一文事右上方に表示する．な虫、期限巳ついての表示  

仕、行わないが、t書Eついて辻、僧成キ貴t＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿j付正することザ  

で善る．  

02貫以下の各貫の秘密標記の方法  

（1）公、t膚の忠義に際して辻、2耳目以降娃「奄秘J辻奄秘表示の、r秘」披秘   
表示の用舐をそれぞれ倭用する．  

（引網讐、資料等ゼ、タイプ浄書俵顔時に秘密指定のあるもの辻、タイプ真に点い  

て（1）に準じ各其の  れぞれタイプする．   

タイプ又辻復写をに秘密表示を指定する時辻、原局において2貫以降の各貫に  

秘密藷定をし寧ければならなくなるので、．予打浄書倭瀬又法被写する前に秘密藷  

定をするよう励行すること．  

（3】英文タイプの浄書俵濱の増阜も上茫（2）に草する取扱いとし、属局にぉいて原  
積の2貢冒以降にも．「奄軌r秘」を押印、タイプ圭で辻秘密指定表示に従って、  

とl■■にタイプする．  それぞれ   

州毎巷文雷鳥ついては、表示を冒立つものにするためにゴム印も利用する．  

廿日押印対象文書王■来宅を壌く全種堪文書  

（可押印場所王  

（∧）押印事t… ‾  て▼押亘する．  

ヽ‾  J   

J■  ■ →   ▼、▲  ′  

き  
，－  こJ  

l  

［コ   

き   
－   こ・  

l  、＼  

ノ■．．＿ ■ ⊥  

－  ′l 、  ・J         r－ ▼」′l  ▲－   ‾  

ヽ ＿ －し                 ‘「＝－「  

、’もl．Y■   一   
一■ －▲－－、・■  

l  もー Y － し▲ ▼′り、      ■・し，－二一L  ▼、 

． し、  
－  い  

■、▲ 、lノ・  
t・．－I  、一一焉十で■－▲、r－ゴ■て．＼㍑章叫辛い・‥・  
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詮（1）和文タイプ及び電子写故人力浄書する調書等については、葛巻または秘を  

打字したものに、さらに本件ゴム印を量複押なつする．   

注（2）複写又辻年劇に付す陰辻、あらかじめオけジナル・コピーにゴム印を押な  

つして羞支えない．．（劇上りよ色）   

注川欧文文書について辻、奉ざム印を使用し．ない．  
8．募18桑（変王及び解除）闊暮   

0秘密指定属懐手畿・   

秘密文書の措定区分の変王■もしく仕霹除墟、次の手隷書によることとする．   
（1】期取付巷守指定のも¢とついて．  

等、具償朋如月が爛示  期限付の秘密指定で   

●● ．卓れていないものについて駄●主管黎仁率いて、モの文事属議及び保甘食根に厨  
嘗決定、書名あ早い辻新聞先妻専が行われたEを記鼓することに上り、霹除の時  
点を明らか‘に．す卑．・  

粍）無期限巷密薄定のものEつ11丁  

甘仁木著作成のものについて   

主管の管理者ないし管理★住着が藩定区分のま王もしく辻瘡定霹除を行うこ   

とを適当と認めたとき仕、隷式3の用紙（省略）により局（苛）内の決裁庵す   
ませた技在外公館、闊係各省を含む電付先に直ちに遷知し、区分変更又辻野除   
の事実を台喧に記入する．その際主管課及びモ挿先に削＼て仕草琴文書に複式   
4のゴム高車辞すか■－る・ 

． 

けト在外公ヰ恵彙のもの償ついて ■  

（i）在外公頼長が笹密指定¢富合ま王、もしく首解除することを決定レた時   
せ、直ちた本省及び写電布先公館に適■乾し、自館の文雷展管合繊にその旨記  
録して見識及び写に磯式4のゴ▲可を押由する．  

在外公せよ■り上記通報見受けた應省主甘局部、課性（イ）と同じ手読きをと  
る●   

畔上在外公卓が行った秘密薄真について、幸手巳かて蔵義を生じた場合臥   
主管局（削より当家竜外公館に射し東金し、在外公ヰ長が＃定区点旬変更   
もしく邑詳論す卓ことを瀧定し報告して乗た舶臥主甘辛に引＼て甘瓜   

・手続善をとる．  

（cI在外公館が行った秘密潜定已っき主管局（恥に削、て秘密保全脚上、   
当然変更ないし解除を要すると判断されふ掛合にほ、関係在外公館に対し、  
公（電）信をもってその旨訓令し、川の手読きをとる・  

（3）篭居の「苛凱と「奄軌偶支配布）との間の変更にも上記（1）及び（2）各項  

の手続きを準用する－   

九
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・ニー． 應箇嚢嘉霹巌                                 」  ′■ ｝ン、  左キ章・．亘t   

O「笹凱薄定文書の浄昔（複写）倭屑   

模式5の「極秘文書浄書俵清書」（省略）をもって行う．   
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IO・算18集憎箕、蜃t、已布、尭乱国収寧錮）関連  

0「覆凱文書厨賞用弼欄シールの使用  

【1）「覆秘」指定文書の国文（掃逼りを含む）辻必ず封簡に人丸て行うこととし、  

モの扉、下記（l）但し事寺の場合を敵書、主甘謀を出る時点から、決裁儀了後  

主甘茶にもどる時道春決裁者毎にシールにより封よする．   

㈹封筒責苛に臥決裁者の官職を明宏し、且つ阿東番号を記載する．（件名は記載  
しない）．   

糾泳者毛求められた看辻、前の決裁者の舟したシール巳異常のないことを確認の  

上闊封する・万一鼻骨が認められた場卓仕直ち巳その∫田をF重し、秘密偏全  
上向靂があると判断した時辻茸滞なく主t課長E通報する．   

㈹決裁弟丁鼓辻、讐鵡をもと見り封蘭ヒ屯めた上∴所持するシールを－白身で讃美  

ヒ∬りつけ、月日を記入レてサインする．但し、霧長、著しくはこれに代わる  
善が指預るとき披・シールを激す必要拉ない軌竜の場合で．も「付」等に預ガる  
欝仕、秘書官に預ける場合を論者、シールを放さねどならない．   

脚t膚寄上り「限定配布Jtせを電布する時辻シールを施し1サインする代りk  

所定のゴム判を押すことでサインに代えることが出来る．  

（6）「極超」指定の耳書を他者庁ヒ配布する場合にもこのシールを使用するこ  

（丁）シー・ル掌雀荘文事の国東以外ヒはせ用しないとと．  
・O r荘秘」指定文書用バイーシターの使用  

イ瑳穏」指定文書の持廻りに仕掛製頑■■バインダーを使用する．  

O r秘」指定以下の文筆の持ち運廿  

「秘」藷定以下の文書についてもファイル、封筒等E入れる等何等かの方法で   

関係者以外¢日に触れる．こ■となきよう充分注意する．  

0．「極秘」指定文書（調書、資削■の処理苦慮  
種秘文事の処理委嘱次のと為り．   

川使用機さ伝票．は10年間良剤   

川主管覆巷文書管玉淳  

（可他藩主管奄秘文書管理層  

（ハ）寝巻文書配布「鷺表  

（ニ）竜巻文書配布票  

（事）葛巻文書玉却／廃棄／保管表  

（2）処理手読  

（攫式6）  

（様式丁）．  

ほ式8；8－1）  

（鐸式9－1）  

（様式9）  

川て主管萄磁文書菅空簿Jへの記帳要領  

（a）萱点   

主管課は次の事項に該当するときは、その都度当該極秘文書について主管   

橙秘文盲管理簿に萱銀する．   

一
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ほ）罷（呈）長の決裁を了した主管蕎足裏の奄秘文事（住t案を含む）を   

決乱協敬等のため只係先へ国軍すると書  

（il）奄秘指定未・電信を主管文書として接受したとき  

（b）整理寺号の記入   

日上記（a）により萱録した「覆凱藷定文書には、それぞれ登竜番号を   

鷲入する．  

（11）贅温寺号辻  からなるものとし、当該文書  

の上苛≡≡に書空する．   

（iエ1）警鐘番号辻一遇番号とし歴年毎に更新する．  
（C）処丑ぶり¢王岐  

支線み済奄秘文書についてその処理ぶり、所在等を明謎にするため、それ   
処理の覆よ電欄す古．  

肘鉄乱電兼、・Ft舞   

（艮）究虐、東電の事実   

（艮1）写作成’（於主管）、浄書・訂瓢防禦の記録   
（IYl配布先く彼如几）垂足）等  

匝＝乱霹主書菰顎骨理簿へめ記鰻要領  

い各課（卑）辻次あ各項に該当するとき臥その菰虔r他謀主管苺秘文書管理・  

簿」に所要事項を電線する．  
（a）飽環（主）主管の・r奄黎J帝王文書の協議国文を受けたとき・  

伍し主管課（畠1援当官の弾道りにより決裁又は回文を丁したとき辻本件   

管理層への記帳を省略することがでさる．  
（b）飽課主管の「苺秘J拍雇文書（．「限定配布」来電を除く）の配布を受けた   

と舌ご  

【c）配布を受けた憎凱欄定文警官ついて返却、廃業、保管等の指僅をと・る   
とき  

（∧）主管課によるr荏秘J指定文書の配布   

主管露が省内剛ほ（．重）に種穏眉定の文書を電布する際並び腋如係他省庁  
●●■●●  に来宅を含む「奄秘」一番定の文書を電布する帯に仕、  

（a＝■苺秘文書配布「文表J・（照射として5カ所以上の配布の尊台に任用）に   

正人し、かつ、r主管荏秘文書菅選評」に記帳する●  
（も）次いで、配布元先別に「極秘文事配布票」（「奄秘文書遼寧／廃案／保管   
某J付）を添付し、担当者自身が送付先に送達するか、文法送付先担当者の   

来室を求め直接手交する．   

配布票の㊤は主管課（重）が、また㊨は配布を受けた諜（重）（他省庁を   

一
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含む）が、それぞ九保管する．  

（ニ）「榎秘文雷返却／廃棄／保管裏Jの処琶  

（且）配布を受けた黍は）の措置  

川清正の決定  

荏秘文事の配布を受けた憂は）娃配布震◎に受償すインの上これを返  

却し、かつ「飽喪主t毎秘文書蕾ま澤」に妃槙するとともに、直ちに当  

該瑳秘文事について玉村、よ素又辻展tのいすれかの清正を決定する．  

（エi）囁穏文書返却／廃棄／保t裏」の遍層  

上記！1）の決定に載餌、、主書換より配布某とともに羞何者わた「覆秘  
文讐道却／廃棄／保管菓Jに当該事項を記入の上⑳を保管し、㊥を当該  
極秘文書の主t諜（圭】に玉遷する．  

（iil）保甘清鷹未了時の溝t  

種秘文事は温却又辻廃棄を原則とする軌・偏甘決定を行った場合で佳日  

用済みのため同文事d返却又は廃棄の槽tをとると卓は、r他喪主管理秘  

文書管理制に屯職の上、上髭（il沌準じ新たな「壌秘文書志却／廃棄／  

保管票」を作成し、主t課に送付する．  

（b）主管課の檜鷹  

主管課仕藍布尭より玉遷された「覆穏文書返却／廃棄／展t某」によりそ  

の処理ぷ虻を「主管寄秘文書管理簿」又は「鶴巻文書蜜布一文喪」に記儒、  

かつ「返却／廃棄／保管慕Jを保管する．  
（事）他省庁に記布する場合に吐、rt倍及び公債写を他省庁に配布する蕨の取扱●  

要償」と車芋償を併行実施する．  

は‖象董  

秘密保持丑当富（文書課長）は、必要巳応じ上記仰の各積憤澤及び伝票等に  

基づ卓各課（皇）に虐げる「琶秘」指定文事¢処理ぶりEつき檎査を行う．  

O r秘」指定文讐（封書、資料）の処理属領  

r秘」指定文事（調書こ資料）で回臥玉却を必要とするもの仕、上記「苺  

秘」簿定文書の地理要領に草ずる．但し、記布震及び玉却栗辻「覆凱肇「凱  

と・して使用する．   

11．茅25桑（他省庁への秘密文書の配布）関連  

□  

○他 

肥であ…舶の酎  

連絡文書であるが、同時町案件処理ないし辻情勢判断の資ともなりうる情報を含  

むものでもあり、省庁間にぉける情報交換を促進するとの見地から下記の基準に  

より関係省庁に配布（閲覧）する．  

（1）珪電（信）   
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住t（信）の写の蟹布（阿東）辻次の場合に行う．   

＝‖冒停会議（含二雷同蓮清閑係協議等）の対処方針等の在電（膚）尭で当省が   

中心となって各省合議によりまとまったものの内容複層等のため必要と艶める   

もの．   

伸その他他省庁腋違格して台くことが必要と考えられるもの．  

（Z）未t（信）  

■ 来電（信）の写の配布（魔王）は次の場合に行う．   

川名書庁配布済みの往t（膚）に対する乗t（信）及び他省庁俵穎の調査等に   

対する来宅（唇）．  

．回秦件ゐ処理に当って各省庁の協力を要するもの．  

（∧）そ¢他情報として各省庁腋伝達して磨くことが有用と考えられるもの．  

（‡）「巷秘（含限定配布＝指定文書の配布ば次の幸せで行う．   

り＝巴布する「毎秘（含限定配布＝指定や兼任t及び来往信写の作成に当って   

は全真髄ついて「限定電布」辛何の場合仕「複写防止用凱（徴式10茶色．   

左側濱外【来電用載の省内蜜布積に相当する奇弁）（省略）に朱色で凍   

秘表示、期限表示、蟹布層数、モ布先省庁名、守秘兼務に関する文言及び配布   

年月日が予め可荊されている）を、又、r苺秘」の場合に注「毎秘複写用舐」   
（積式11又は11－1）（本用紙の圧ほ中央ヒ朱色で守秘義葛に関する文   

書、配布年月●日、奄秘表示、期限表示、配布奇数、当省主管局（部）長名及び   

宛先担当局（部）畢名が印刷されている）（省略）を必ず使用する．くこれら   

用紙法文讐課より適当虚数を各局（節）古井課等に電布するので、各局（部）   

は需要を勘尭し、前広に文書課に追加配布方申請すること．）   

匝ト「榎秘」糟屋（複式10、11及び11－1）文書のうち「限定配布」来電   

等で奄めて機微な内容を含むと判斬されるもの辻主管局（筍）・の長文はこれE   

代るぺき青より相手方カウンター・バートに口演（t蓄娃不可）により伝達す   

るi  

（八I配布実兄要嶺  

（a）「複写防止用菰∫（様式10）を用いた限定正布は1省庁に対して原則と  

して3苛を限度として蜜布し、「擾秘複写用鼓」は式11又は11‾  

1）仕1省庁に対し1部已布する（冬用舐の配付に際し、従来使用してい   
た 「＿二り打抜き辻廃止する）．な虫、蓑受に博して辻、各貫  

の主管局（苛）長名に捺臼し、r極秘文書置布宗」・（様式g－1）の下靖  

に・「捺印確認済み」と記載する．   

（b）不要苛分の削除   

（i）来電写：省内配布閲、記層号、発着信時間（以上第1貫）及び枠外記載  

事項（芳1貢以降）を削除することとするが、緊急を要する場合は主管課   

一
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－（宝）長の判断により「省内屯布僧」のみのでもやむを得ない．   

（il）伝t写：協議先、決裁積を削除．  

（艮1）住宅等；省内協議先、決裁稽を削儲．   

（c】嬢薄等の記帳等  

（i）「主管種秘管理・薄」（機式6）及び「覆秘文書配布一文表」（様式8  

及び8－1）への記入．  

●  （川モ市来任t（償）写に配布書号の嚢ん  

（ili）配布先別に禅式g－1の「鍾秘文書記布裏」（「極秘文書還却／廃棄  

／保甘煮」付（犠式g））の添付．   

（1▼）主書局（虚）暴虎頂点省庁追当局（覆）長あて封筒に入れ直披扱いと  

してシールを放す．   

（d）「貯衛情報」のうち「毒琴」嶺真のもの巳ついては、当身の間¢指まとし  
て主甘課に重いて巷貫の当手主甘局長名記載欄に捺印の上、安全保障政策  

革腋送付する（その際従来ど為りシールを施すとともに「奄秘文事電布票  

（垣秘文事売却／廃棄／偽書某＝及びr防衛庁への転連送裏」（♯式1  

2）を任用する）．安全長障政策主に重いて辻、然るべき同圭員立会いの  

もとで開封し、防衛庁のクーリエに防衛庁主書見真名記載欄に藩印せしめ  

た上、再よシールを放して同クーリエに手交する．（クーリエは、．毎日牛  

革3時（土層眉絨午前18時45分）に安全保障政策主に乗るので、「唾  
秘jの「断衛情報」を防衛庁に転達する貢ある主管課臥その旨安全保障  

政策重訂事前遼報し重くものとする．）  

（4）ー削指定の未払t及び兼任億写については魯文苺に一の「凱とあて先官   

庁名のゴム印卑押す（女は■■る）．官庁名の印故名貫の中央部に押す（又   
鎗朱書する）こととし、．半分以上勾金白がある場合に旺文書にかかるようにす   

・  

但し、内容を検討の上、要すれど解除ないし変更（敬扱注慮）を積瑳的に行   

ぅ．（この場合に辻解除ないし変更の事実を和する．）又記鐙を確実にと；   

て磨く．  

（引ー秘」、r取薮澄ま」及び「平」の文書等の電層虻層公庁公文書交換センター  

（文書課「店事係」で受付）を利用し得る．  

相乗雇電及び来往僧写以外の文書、資科等の他省庁への蟹布についても前記各項  
に準すj．  

（丁）各課（重）の文書取扱貴住専は本歌扱要慣を確実に実施するた臥常時配意す  

る．  

0防衛庁への公信・電信写の伝達（参考）  

（1）防衛情報担当官の指名   

一
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園係諌（室）長は、在外よりの主管乗公宅信中防衛庁に送付すべきものの選定  

の任にあたる防衛情報担当官（首席ないし次席クラス）を指名し、右担当官名を   

情報網董眉安全保障政策重長に遼寧する．   

（2）防衛情報担当官の任務  

防衛情報担当官は、毎日人手する主管来店及び乗tに可能な限り速やかに目を  

通し、防衛監在官が起案したと判斬される情報公t信（注）及びその他の防衛朋  

係の情報で防衛庁への転達を適当と認められる公t僧を必要に応じ主管課長の承  

認を得て、直ちに情報窮査局安全保障政策室に送付する．その臥各課仕送付す  

る公t信（来電は写3臥来信吐1揮）に別途文書課により配布する「防衛庁へ  

の転連票j（様式12）（省略）ヒ所定事項を記入の上、これを必ず添付する．   

（注）防衛監在官が配属されている公館長に対しては、鱒衛駐在官の起筆した廿  

報電報及び公債の件名の末尾に（防衛情領）と付記すべき旨指示することと  

しているので、本件担当官辻（防衛廿報）の指定のある来宅及び来信につい  

ては、すぺて自動的に防衛庁備に転達して差支えない．   

（‡）防衛庁への防衛偉●報の転遵  

安全保障政策室の防衛情報担当官は、関係各課より送付された情報公電信が毎  

日遭滞なく防衛庁あて送付されるよう配慮する（防衛庁より毎日午後3時にクー   

リエを安全保障政貸主に兼遺）．   

（4）「防衛情報」（平を含む）はすべて、情報調査局安全保障政策室を窓口として  

防衛庁（防衛局調査一諌）へ送付する．   

（5）「防衛情報」以外の「秘」指定以上の公宅・信等文書で主管課において防衛庁  

に送付す 

管の文書に限る．）吐、椚主管課より直凄防衛庁（関係局諌）また法的情報調査  

局安全保乳政策室経由で送付する．いずれの方法にするかは各課の判断にゆだね  

る．   

㈲「防衛情報」以外の「平」の文書辻、防衛庁腋係局課名を明記の上1楷の文書   

課信書係に持込み同係より公文書交換センターは未着内）奄準じて送付する・   

（主管課から直接送付するも可）   

川防衛庁へ送付す・る文書には、いすれの場合にも必ず「防衛庁への転連票」   

（3故1艶）に必要事項を記入し  

椚1故日比当該文書に添付して防衛庁側へ送達  

珂3故買は主管琵で保存  

い2枚巨は上記（4）の堵合比安全保障政策室、上記（5）の場合は主管課でそれ  

ぞれ暫時保管ののち、毎月はじめに前月分を文書課企画斑へ移管することとす  

る。  

12．参考法令（抄）   

一
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○国家公務員法   

第100条（秘密を守る義顎）  

職員は職帯上知ることのできた秘密を潜らしてはならない．その職を退いた  

後と言えども同様とする．  

（以下轄）   

欝109条（罰則）  

左の各号の一に該当する曹は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処す  

る．  

12．第100黒帯1項（秘密を守るぺ幸義春）又は第2項（略）の規定に違．  

反－して秘密を瀾らした曹  

○外務公書見法   

第3●条（外務職員に対する卑奉公務員儲等の適用）  

国家公務員法並びにこれに基づく法令の規定妊、この法律点その特例を定め  

る場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする■   

茅4条（特別職の外苓公務且に対する富家公黎且法の準用等】  

宮家公務且法第96集第1項………・ 第9g条及び儀108条第1項中  

r職員jとあるのは、r外務職員以外の外務公甥員」と、……・◆…と読み替  

えるものとする．  

□   

一
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別添2  

昭和53年1月19日  

外♯智幸省電借物件管理規程  

（目 的）  

第1轟 この規亀ほ、外務省本省に牒けるt借物件についての秘卓を保持するた   

め、モの受入れ、保管、引♯、処分モの他の管理に閲する事すを定めることを目   

的上ナる．  

（t借物件）  

弟 2 集 この先租において、t借物件とは、別表に掲げる台ポ、t償符号及びt   

借機器をいう．  

く管：産着）  

第 3 集 ■t借物件管理者（以下 rt理者」という．）ほ、外事大臣一房t信扶長   

とする．   

（管 痍）  

第 4 粂 t理者は、t借物件について、最書の注意をもって秘せを保持し、モ   
の甘濃に当たらなければならない．  

（秘せ区分の指定）  

第 5 集．この規程に定めるt僧♯件の秘褒区分の掃虻欄、別責のとおりとする．  

（台鎮の償え付け）  

第 8 集 管理者は、t付物伴食畿（以下「台勘 という．）を欄＝し付けなければ   
ならない．  

（受入れ・管理換及び処分）  

第 7 兵 曹聾者は、t付物件の受入れ、管理換又は処分を行ったときは、台帳に   
必要事項を記欄しなければならない．   

一
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（保 管）  

第 8 粂 t借物件で別表中極秘に持一定されたものは、特殊書庫又は施錠のできる   

場所に保管しなければならない。その他のt摺物件は、管理者において指定する   

秘密を保持できる場所に保管しなければならない．  

（定期検査）  

第 9 粂 管理者は、毎年8月さ（）日及び12月28日に、その管理するt借物件   

を点検し、異状がないときは、その旨を別宅1号楼式のt借物伴走期捜査讐に記   

載するとともに、外務大臣に報告しなければならない．  

（紛失又は異状の場合の処庫）  

第10免 官理者は、t借物件について紛失又は異状を発見したときは、直ちに、   

外蕃大臣に事実を報告するとともに、その対策を構じなければならない．  

（引 継）  

第11粂 管理者が交替する場合には、前任及び後任の管理者は、書信物件を点検   

の上引継を行い、その旨を別記2号様式のt借物件引継事に記載しなければなら   

ない．  

（取扱兼任者）  

第12粂 管理者は、その必要があると認めるときは、書信覿職員を電信物件取故   
責任者に指名し、この規程に定める事務につき管理者を補佐させることができる。  

（原稿及び部品）  

第13集 粛4粂及び第8条の規程は、作成中のt信符号、その原稿及び電信機巻   

紙晶の管理及び保管について串用する．  

（取扱の例外）  

第14粂 ず理者は、電信物件についてこの規毎に上らない取扱をナる必要が生じ  

た場合は、外事大臣の承諷を得なければならない．  

□（実施細則）  

弟15条 この規程を実施するための細則については、別に定める●   

一
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附 則  

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する．  

2 昭和47年10月31日付外務省本省t償符号及び電借機番管理要領は、この   

規程の施行の日に廃止する．  

□   

二
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別添3  

昭和58年1月19日決裁  

平成元年12月8 日改訂  

外務省本省t借物件f理用程実施細則  

外務省本省のt借物件の管理・については、外者省本省t個物件管理規程（以下  

r管理温色Jという．）によるものの外この紳朋に定めるところに上る．  

1 fま者は、管理規程第12条の規程に基づき、管ヰ者を補佐させるため、t摺   

物件取扱★佳肴（以下 r取扱兼任者」という．）として、t情機番に関する取扱   

兼任者にt情熱機械謬長を、t借符号に関する取扱★佳肴に同線暗号班長を当て   

るものとナる．  

2 取扱書長者は、モの捜当ナるt借物件について点替の注意をもって秘密保全と   

管理に当たるものとし、異状を認めたときは、直ちに、R頚をもって管理者に報   

告しなければならない．  

3 取薮★佳肴が交替する場合には、前任及び後任の取扱責任者は、その担当する   

t借物件を点検の上異状がないと艶めたときは、モれぞれ別記様式の電信物件引   

＃書に記名、押印の上管理者に射し引＃を了した旨報告しなければならない．  

4 台帳ほ、各物件別に備え付ける．t信符号  

についても台帳を備え付ける．  

5 薪先に製作され、又は受け入れたt摺物件については、すべて物件別に一連番   

号を付して台墳にモ義しなければならない．ただし、本省用及び在外公館用とし  
夫々同一寺号を付して台帳に記♯す  て作成される  

る．   

を在外公館に配布ナるときは、何台岐に配布先   

公館名その他の必要事項を記入の上配布しなければならない．  

7 t借符号をt借物件として取り扱う時点は、■作成されたt借符号に番号を付し   

た持とナる．  

8 こ腋扱★佳肴は、t借物件の焼却、♯体等の処分を行った場合は、台畷に処分の   
方法及び日付を記入ナる．  

を除き、書信符号をt愕覆内における使用のために貸し  
出ナ場合には、取扱書佳肴が貸出ケースに入れ、次に上り受讃ししなければなら  

ない．  

－ 貸出しのときは、貸出ケース台帳に借受牒付及び借用者の氏名を記入させ、   

かつ、押印させる．  

ニ 返却のときは、取扱責任者が貸出ケース台場に返却日付を記入の上記名、押   
印する。   

二
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在外公館電信物件管理規程  

（目 的）  

第1条 この規程は、在外公負割こおける電信物件についての秘密を保持するた   

め、その受入れ、保管、引継、処分その他の管瓢こ関する事項を定めることを   

目的とする。  

（電信物件）  

第2粂 この鮨において、電信物件とは、外交通借の紳を守るための重要   

な機券、符号、相計引軌陣管理台帳J（以下「台帳」という。）及び外務大臣   

が特に指定するものをいう。  

2前項の電借物件は「電信物件一覧表」（別表1）に記載するものとする。  

（管理者、管理責任者、取扱責任者）  

第3条 電信物件管理者（以下「管理割という。）は、在外公館長又は外務   

省設置法（昭和26年法律第283号）第10条第4項の競走に基づき在外公   

館長の事務を代理する職員（在外公館長が一時帰朝、管外出張又は休暇帰国の・  

た 2；下「脚線□   
という。）を指名することができる。  

3 管理者は、電信物件取扱責任者（以下「取扱責任者」という。）を指名し   

なければならない。   

二
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（管 理）  

第4条 管理者は、電借物件について、最善の注意をもって、秘密を保持し、   

その管理に当たらなければならない。  

2 管理責任者及び取扱車任者は、電信物件の管理について、管理者を補佐する   

ものとする。  

3 管理者は、第9条1項及び第11粂に定められた屯信物件の点検を管理費佳   

肴に委任することができる。  

4 取扱弄任者は、第7粂、第14条又は第15条の規定に基づき、電信物件の   

受入れ、管理換又は処分が行われたときは、必要事項を「電借物件管理表」（別   

表2又は3）に記載しなければならない。  

（秘密区分の措定）  

第5条 この規程に定める電信物件の秘密区分の指定は、「電信物件一葉表」   

のとおりとする。  

（台帳の備付け）  

第6粂 管理者は、台帳を備え付けなければならない。  

2・前項にいう台嬢には、「電信物件管理楓、鳩借物件管理表」、r電停   

物件月間定期検査書J、「電借物件引継及び委託事」及び「取扱難者引継書」   

が簸込まれていなければならない。  

（電信物件の受入れ）  

第7条 管理者は、電借物件を受入れたときは、遅滞なく電信にて外務大臣に   
受領報告しなければならない。   

二
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（保 管）  

第8粂 「電信物件一覧表」のうち極秘こ指定された電借物件は、特殊書庫用   
鍵又は特殊施錠装置用個人カードを除き全て特殊書庫内に保管しなければなら   

ない。その他の電信物件は、電信重文は秘密を保持できる場所に保管しなけれ   

ばならない。  

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により特殊書庫を償えることのできな   

い在外公館においては、外務大臣の許可又は指示により施錠のできる金庫に保   

管することができる。  

（定期検査報告書の提出等）  

第9粂 管理者は、毎年6月及び12月に「電信物件検査要領書」（書式1）   

に基づき、電信物件を点検しなければならない。  

2 管理者は、前項の点検にて異状がないときは、「竜借物件月間定期検査書」   

（別表4）に記載し、「定期検査報告」（書式2）を遅滞なく電信にて外務大   

臣に報告しなければならない。  

3 取扱責任者は、毎月末（6月及び12月を除く）電信物件を点検し、異状が   

ないときは、「電信物件月間定期検査書」にその旨記載しなければならない。  

（紛失又は異状の蓼合の処置）  

第10兵 曹理者は、電借物件について紛失又は異状を発見したときは、直ちに、   

外務大臣に事実を報告し、その指示を求めなければならない。  

（引鮭及び引継目線の提出）  

第11粂 管理者が交替する場合には、前任及び後任の管理者は、電信物件を点  

検の上引継を行い、異状がなければ「電信物件引継及び委託書」（別表5）に □   
記載し、「引継目録」（書式3）を遅滞なく電信にて外務大臣に報告しなけれ   

ばならない。   

二
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（管理の委託）  

第12条 管理者は、一時帰朝、管外出頭又は休暇帰国のため任地を離れる蓼合   

は、当該離任の期敵公館長代理又は管理費住着に電借物件の管理を委託し、  

「電信物件引継及び委託書」に記載しなければならない。ただし、離任期間が  

15日以内の場合は、管理の委託については、その手続きを省略することがで   

きる。  

（取扱責任者の交替）  

第13粂 取政幸住着が交替する場合には、前任及び後任の取扱責任者は、「取   

扱責任者事務引継要額」（書式4）に基づき電信物件等を点検の上、異状がな   

ければ「取扱責任者引継書j（別表6）に記載するとともに、引継が行われた   

旨を管理者に報告しなければならない。  

2 取扱責任者は前項の規定に基づき引維を行ったときは、「取扱責任者事務引   

継」（書式5）を遅滞なく電信にて外務大臣に報告しなければならない。  

（管理換及び管理換報告書の提出）  

第14条 管理者は、次に掲げる場合には、・電信物件を他の在外公館に管理換を   

することができる。   

一 外務大臣から指示があったとき。   

ニ 管理者が他の在外公館へ管理換をする必要があると静め、外務大臣の許可   

を受けたとき。  

2 管理者は、前項の規定により管理換をしたときは、「管理換報告」（書式6）   

を電信にて外務大臣に報告しなければならない。   
口  
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（処分及び処分報告書の連出）  

第15条 管理者は、電信物件の廃棄、焼却、その他の処分をする必要があると   
認めるときは、あらかじめ、外務大臣の許可を求めなければならない。ただし、   

緊急に処分する必要があると罷めたとき又は外務大臣から指示があったときは、  

直ちに、確実な  

うものとする。  

2 管理者は、前項の規定により、電信物件を処分したときは、「処分報告」（書  

式7）を遅滞なく電信にて報告しなければならない。  

（監 査）  

第16粂 外務大臣は、外務本省又は在外公館の職員の中から指名した職員に命   

じ、在外公館の電借物件及びその管理状況を監査させることができる。  

2 前項の規定により指名された職員は、その監査着果を「篤信物件監査報告書」   

（書式8）に基づき遅滞なく外務大臣に報告するとともに、「電信物件月間定   
期検査事」に記載しなければならない。  

□   

二
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附 則  

1この規程は、昭和53年4月1日から施行する。  

2．昭和47年10月31日付在外公館琶借符号及び電信機券管理要領は、こ   

の規程の施行の日に廃止する。  

附 則  

この規程は、平成2年8月1日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成11年4月1日から施行する。  

□   

二
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